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第 1 章 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

 
1. 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 16 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、

準備書を作成した旨及びその他事項を平成 30 年 6 月 5 日に公告し、公告の日から縦覧に供した。

ただし、公告に記載した事業者の所在地に誤りが認められたため、平成 30 年 6 月 6 日に再度公告

を行った。その後、誤記等が判明したことから、当該箇所を修正した修正版図書を作成した旨を平

成 30 年 6 月 28 日に公表し、その日から起算して 1 月間縦覧に供した。 
 

(1) 公告の日 
平成 30 年 6 月 5 日（火） 

 
(2) 公告の方法 

平成 30 年 6 月 5 日（火）付、平成 30 年 6 月 6 日（水）付及び平成 30 年 6 月 28 日（木）

付の日刊新聞紙「北海道新聞（朝刊）」に公告を掲載した。また、平成 30 年 6 月付の広報誌「広

報かみのくに（2018 年 6 月号）」に「お知らせ」を掲載した。（別紙 1 参照） 
また、下記において電子縦覧を実施した。 
・電源開発株式会社 ホームページに平成 30 年 6 月 5 日（火）より掲載（別紙 2 参照） 

http://www.jpower.co.jp/sustainability/environment/assessment/wind_kaminokuni2.ht
ml 
 

(3) 縦覧場所 
関係地域を対象に以下に示す 2 箇所にて縦覧を実施した。また、電源開発株式会社のホーム

ページにおいて、インターネットの利用により電子縦覧を行った。 
・上ノ国町役場 1F ロビー（北海道檜山郡 上ノ国町字大留１００） 
・檜山振興局 保健環境部環境生活課（北海道檜山郡 江差町字陣屋町３３６－３） 

 
(4) 縦覧期間 

縦覧期間は以下のとおりとした。 
・縦覧期間：平成 30 年 6 月 5 日（火）から平成 30 年 7 月 27 日（金）まで 
（土日、祝日を除く） 
なお、平成 30 年 6 月 28 日（木）以降は、修正版図書を縦覧に供した。 

・縦覧時間：午前 9 時から午後 5 時まで 
（開庁時間に準ずる。なお、電子縦覧は終日アクセス可能な状態とした。） 

 
(5) 縦覧者数 

縦覧者数（縦覧者名簿記載者数）は 0 件であった。 
なお、電子縦覧のアクセス数は 706 回であった。 
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2. 環境影響評価準備書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 17 条の規定に基づき、準備書の記載事項を周知するための説明会を開催

した。 
 

(1) 開催日時 
平成 29 年 6 月 19 日（火） 18 時 30 分～20 時 00 分 

 
(2) 開催場所 

上ノ国町総合福祉センター ジョイ・じょぐら 
 

(3) 来場者数 
7 名 

 
3. 環境影響評価準備書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 18 条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見の提

出を受け付けた。 
 

(1) 意見書の提出期間 
平成 30 年 6 月 5 日（火）から平成 30 年 8 月 10 日（金）まで 
郵送の受け付けは、当日消印有効とした。なお、修正版図書の作成に伴い縦覧期間を延長

したため、意見書の提出期間は修正版図書の縦覧期間終了後の日の翌日から起算して 2 週間

を経過する日までとした。 
 

(2) 意見書の提出方法 
準備書に対する環境保全の見地からの意見は、以下の方法により受け付けた（別紙 3 参照） 
①電源開発株式会社への書面の郵送 
②準備書縦覧場所に設置した意見書箱への投函 
③住民説明会会場に設置した意見書箱への投函 

 
(3) 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 2 通であった。 
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第 2 章 環境影響評価準備書の環境保全の見地からの提出意見の概要と事業者の見解 

 
「環境影響評価法」第 18 条第 1 項の規定に基づいて、当社に対して意見書の提出により述べら

れた環境の保全の見地からの意見は 54 件であった。 
「環境影響評価法」第 19 条及び「電気事業法」第 46 条の 12 の規定に基づく、準備書について

の意見の概要並びにこれに対する当社の見解は、次のとおりである。 
 

環境影響評価準備書について述べられた意見の概要と当社の見解 
 意見の概要 事業者の見解 

1 

コウモリ類について 

 欧米での風力発電アセスメントにおいて, 最も影

響を受ける分類群として、コウモリ類と鳥類が懸念さ

れており（バット&バードストライク）、その影響評

価等において重点化されている。 

 国内でもすでに風力発電機によるバットストライ

クが多数起きており、不確実性を伴うものではなく、

確実に起きる事象と予測して影響評価を行うべきで

ある。 

 このことを踏まえて環境保全の見地から、本準備書

に対して以下の通り意見を述べる。 

 なお、本意見は要約しないこと。 

・本準備書についての意見書提出の準備を行っていた

ところ縦覧中の差し替えがあった. また貴社「新苫前

ウィンビラ発電所（仮称）環境影響評価準備書」にお

いても縦覧中の差し替えがあった. このような度重

なる不備によって当方には相当の手間（差し替え部分

の再確認）がかかった. そもそも弊社には環境影響評

価を遂行する体制ができているのか. 20ページにもの

ぼる正誤表を出せば良いものではない. 事前に済ま

せるものである. 今後, 弊社によるすべての環境影

響評価図書は「環境影響評価図書のインターネットに

よる公表に関する基本的な考え方（2012）環境省」の

「法定の公表期間後であっても、対象事業に対する国

民の理解や環境保全に関する知見の共有・蓄積といっ

た観点から、インターネットを利用した公表を継続す

ることが望まれます」との内容に従い, いつでも閲

覧・保存可能な状態で公開し, 情報操作の過程を明白

にすること. 

・以下は差し替え前の不備な部分を含んだ内容で正誤

表による確認は行っていない. 差し替えたにもかか

わらず不備と思える部分がある. 本意見書について

は「差し替えました. 専門家の指示」程度の見解では

なく, 意見内容について事業者自身による具体的な

見解を述べること. 

ご指摘の通り、バットストライクは国内でも報告がある

ことから、起こり得る事象であると認識しております。 

 

なお、環境影響評価準備書に対して、環境の保全の見地

からいただいたご意見については、環境影響評価法第二

十一条の規定に従い、原則として「意見の概要」を整理

することといたしますが、要約しないことを明記いただ

いたご意見については、要約せずに記載することとしま

した。ただし、わかりやすい図書とする観点から、意見

の掲載順については、一部変更を加えています。 

今回の図書の修正については、ご覧になる方に、大変ご

負担をおかけいたしました。再発防止に努めてまいりま

す。 

本準備書及び今後作成する予定の評価書については、環

境影響評価法に則した縦覧を行うことを基本方針として

おります。 

本準備書の縦覧にあたっては、所定の期間を設けて皆様

のご意見を頂戴し、事業者見解をお示ししておりますが、

期間を定めずにご意見を受け付けた場合、意見の集約及

び事業者見解の取り纏めの機会がなくなることとなり、

いただいたご意見への対応に差が生じ、公平性に欠けて

しまう可能性がございます。 

また、現在示している事業計画は、本準備書における今

後の審査等の諸事情により、環境影響に大きな変更を生

じない範囲で微修正する可能性があります。変更可能性

がある計画を長期間公表する事は、住民の方に対して事

業計画に関する誤解を与える可能性があると考えます。 

以上より、本準備書及び評価書を縦覧期間終了後も継続

して公表すること等は控えさせていただきます。 

事業者の見解の作成にあたっては、可能な限り具体的な

記載となる様努めました。 



－4－ 
 

2 

・P265のコウモリ類の専門家はコウモリの調査や超音

波音声について理解できていない. そもそもヘテロ

ダイン方式のバットディテクターを主体に環境影響

評価を行うこと自体, 近年では考えられない. 当該

専門家の知識の更新状態は別として, 環境アセスメ

ントは最新の知見に基づいて実施されるべきであり, 

フルスペクトラム方式を使用することが一般的であ

る. さらに在不在を確認することは単なる基本で, 

風力アセスメントは環境影響（施設の稼働によるバッ

トストライクの発生有無）を把握する目的があって計

画的に調査を実施するのが通常である. 事業者はフ

ルスペクトラム方式のバットディテクターを知らな

かったのか. これまでの風力アセスでも使用したこ

とはなかったのか. 使用しなかった理由を「専門家の

指示」ではなく, 事業者自身の見解を述べよ. 

・P542における「バットディテクターを用いた調査」

の期間が毎月わずか 1晩（調査時間不明）である. こ

れでは事業地内のコウモリの動態を把握することが

できるとは思えない. この程度の調査でバットスト

ライクの予測が行えると判断した理由を述べよ. 

・P253で北海道知事は「コウモリ類の調査について, 

バットディテクターの探知距離等を十分に考慮の上, 

必要に応じ, 地上での調査に加え, 風況ポールにマ

イクを設置するなどにより, ブレード回転域の高度

における調査を実施し, バットストライクの影響に

ついて適切に予測及び評価を実施すること」と意見し

ているが, 風況ポールからの調査を行わなかった理

由を述べよ. なお, 本準備書におけるコウモリの専

門家は環境影響評価を理解していないと判断してい

る． 

・事業者は経済産業大臣がコウモリ（バットストライ

ク）について言及していないからといって, バットス

トライクに関する調査を軽視していることは, 事業

者は環境保全に前向きではないと判断される. 

日本国内における風力発電事業のコウモリ類に対する影

響の調査・予測及び評価の手法は確立されておらず、地

域の特性等を踏まえた多様な対応がなされているものと

認識しております。本事業におけるコウモリ類の調査等

は、コウモリ類を専門とする専門家にご助言を仰ぎそれ

に基づいて調査方法を策定し、調査を実施しており、事

業者としてバットストライク調査を軽視しているもので

はありません。なお、フルスペクトラム方式のバットデ

ィテクターについても、検討対象といたしましたが、本

事業では地域特性を踏まえ、分布状況の確認調査を重点

的に実施することとしました。 

3 

・P265のヒアリング記録は「方法書」のもので, 表題

の「予測及び評価にかかわるもの」ではない. 本準備

書について, 別のコウモリの専門家の意見を記載す

ること. 

準備書段階でもヒアリングを実施しておりますが、予測

及び評価に係る特段のご助言を受けなかったことから、

記載しておりません。ご指摘のとおり、表題と齟齬があ

りますので、評価書において修正します。 

4 

・P722のすべての「ヒナコウモリ科の一種」の同定を

行うこと. 特に 8月 30日（No.7）は 28日以降の死亡

個体であり新鮮である. この程度の同定ができない

調査員等は事後調査を実施させるべきではない. 

・P722の「ヒナコウモリ」の雌雄, 成獣か当歳獣の区

別, 各部位の計測値を記載すること. 

死骸で確認されたコウモリ類については、現在専門家を

交えて対応を行っており、同定結果については評価書に

おいて適切に記載いたします。 

なお、分かりやすい図書を簡潔にまとめる観点から、確

認されたコウモリ類の詳細な記録の掲載は予定しており

ません。 

5 

・P722において, 2016年 3月に稼働した「上ノ国ウ

インドファーム」では 3年後でも 8個体のバットスト

ライクが起こっていたことは極めて深刻な問題であ

る. 国内では一月内に確認された最大の死亡事例数

ではないか.事業者は P738の影響予測結果（コウモリ

目 1 20-30kHz）において, 「本事業の風力発電機の間

隔は, 本種が迂回可能な空間が確保されていること 

－中略－ から, ブレード・タワーへ接近・接触する

可能性は小さいものと予測される」という, 本事業の

調査結果から導くことができない予測を行っている

が, 現実に近隣で起こっているバットストライクを

鑑みれば, この予測は破綻している. この状況にお

いても迂回するから影響は小さいといえる理由を述

べよ. 

既設の上ノ国ウインドファームと本事業では、周辺の植

生や標高などの立地する環境が大きく異なっていること

から、供用後のバットストライクの発生状況も異なるも

のと想定されます。このため、本事業の環境影響の予測

にあたり、上ノ国ウインドファームにおける死骸確認調

査結果は予測の根拠として採用していません。ただし、

周辺の事業で実際にバットストライクが発生している状

況を鑑み、バットストライクに係る予測は不確実性を伴

うものと考えられることから、事後調査を実施する計画

としています。 
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6 

・以上のことから, 本準備書は不備の差し替え以前に

コウモリ類への影響評価が極めて不備である. 

「環境先進国」として環境技術の開発を世界に先駆け

て行ってきた我が国において, このような準備書が

認可されることはあり得ない.  

コウモリ類の調査等に不備はないと考えておりますが、

その予測及び評価結果は不確実性を伴うため、事後調査

を実施します。 

なお、ご意見につきましては、事業者は準備書を認可す

る立場ではないことから、回答を控えさせていただきま

す。 

7 

■意見は要約しないこと 

意見書の内容は、貴社側の判断で要約しないこと。要

約することで貴社の作為が入る恐れがある。 

事業者見解には、意見書を全文公開すること。 

環境影響評価準備書に対して、環境の保全の見地からい

ただいたご意見については、環境影響評価法第二十一条

の規定に従い、原則として「意見の概要」を整理するこ

とといたしますが、要約しないことを明記いただいたご

意見については、要約せずに記載することとしました。

ただし、わかりやすい図書とする観点から、意見の掲載

順については、一部変更を加えています。 

8 

■P722隣接する既設風力発電所（上ノ国ウインドファ

ーム）における死骸確認調査では、「鳥類 3個体、コ

ウモリ類 8個体の死骸を確認した」とある。 

 調査日数が、合計 7日間（平成 29年 4/18, 5/8, 5/29, 

8/28, 8/30, 9/28, 10/25）に関わらず、8 個体ものコ

ウモリの死骸（ヒナコウモリ科の一種 5個体、ヒナコ

ウモリ 3個体）が確認されている。コウモリの死骸の

消失率の高さから考えれば、実際にバットストライク

で死亡するコウモリの数は更に多いことが予想され

る。「死骸確認調査の結果」を P738「コウモリへの予

測」に一切反映しなかった理由を述べよ。 

既設の上ノ国ウインドファームと本事業では、周辺の植

生や標高などの立地する環境が大きく異なっていること

から、供用後のバットストライクの発生状況も異なるも

のと想定されます。このため、本事業の環境影響の予測

にあたり、上ノ国ウインドファームにおける死骸確認調

査結果は予測の根拠として採用していません。ただし、

周辺の事業で実際にバットストライクが発生している状

況を鑑み、バットストライクに係る予測は不確実性を伴

うものと考えられることから、事後調査を実施する計画

としています。 

9 

■P722隣接する既設風力発電所（上ノ国ウインドファ

ーム）における死骸確認調査では、「鳥類 3個体、コ

ウモリ類 8個体の死骸を確認した」とある。 

隣接する上ノ国ウインドファームで実際にコウモリ

が死んでいた No.3（8/28 ヒナコウモリ科の一種 1個

体）、No7（8/28 ヒナコウモリ科の一種 1個体、8/30

ヒナコウモリ科の一種 1個体）、No.8（8/28ヒナコウ

モリ 2個体）、No.9（8/28 ヒナコウモリ科の一種 1

個体）、No.11（8/28ヒナコウモリ 1個体）、No.12

（8/28 ヒナコウモリ科の一種 1個体）では「ライト

アップ」をしていたのか？ 

■P722隣接する既設風力発電所（上ノ国ウインドファ

ーム）における死骸確認調査では、「鳥類 3個体、コ

ウモリ類 8個体の死骸を確認した」とある。 

仮に「上ノ国ウインドファーム」で「ライトアップし

ていない」ならば、事業者（電源開発株式会社）及び

その委託先（アジア航測株式会社）の予測 P738「ライ

トアップをしないことで、（コウモリが）ブレードへ

接近接触する可能性は小さい」という予測は「適切と

はいえない」。 

上ノ国ウインドファームでは、風車のライトアップは実

施しておりません。 

ご指摘のとおり、ライトアップを実施していない風力発

電機においても、コウモリ類の衝突が確認されたことか

ら、ライトアップを実施しないことによって、すべての

バットストライクを回避できるものではありませんが、

ライトアップを実施しないことにより、餌となる昆虫の

誘因は抑えることができると考えております。 

今回の上ノ国ウインドファームにおけるバットストライ

クについて、原因の特定は困難ですが、移動個体もしく

は採餌個体の飛翔による可能性が考えられ、餌となる昆

虫の誘因を抑えることで、少なくとも採餌個体の衝突リ

スクは低減できると考えています。 

なお、本予測は大きな不確実性を伴うものと考えられる

ことから、事後調査を実施する計画としています。 

10 

■P722隣接する既設風力発電所（上ノ国ウインドファ

ーム）における死骸確認調査では、「鳥類 3個体、コ

ウモリ類 8個体の死骸を確認した」とある。 

コウモリが実際に死んでいた上ノ国ウインドファー

ムにおける風力発電機（No.3、No.7、No.8、No.9、No.11、

No.12）における「隣接する風力発電機との距離」を

明記せよ。その上で事業者（電源開発株式会社）及び

その委託先（アジア航測株式会社）の主張している

P738「コウモリが迂回可能な空間」とは具体的に何メ

ートルなのか科学的根拠を述べよ。このような大量の

コウモリの死体がある事実を無視し、なぜ「迂回可能」

と言えるのか、その理由を説明しない限り、事業者の

P738予測は「適切とはいえない」。 

死骸確認調査を実施した上ノ国ウインドファームにおい

て、お問合せいただいたご風力発電機から隣接する風力

発電機までの距離は約 300m～約 350mです。 

コウモリが迂回可能な空間の具体的な距離についての定

義は定めておりませんが、本事業における風力発電機の

離隔も同程度を想定しており、定性的な観点からコウモ

リの翼開長と比較して十分に飛翔することのできる空間

が確保されているものと判断しました。 

なお、本予測は不確実性を伴うものと考えられることか

ら、事後調査を実施する計画としています。 
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■P722隣接する既設風力発電所（上ノ国ウインドファ

ーム）における死骸確認調査では、「鳥類 3個体、コ

ウモリ類 8個体の死骸を確認した」とある。 

隣接する上ノ国ウインドファームでは、今後どのよう

にコウモリの追加的保全措置を実施するのか？また、

上ノ国ウインドファームにおける大量のバットスト

ライクを踏まえ、本事業において、コウモリの「追加

的保全措置を準備書段階で検討しない」理由を述べ

よ。 

本環境影響評価準備書は、（仮称）上ノ国第二風力発電

事業に係るものであることから、別事業となる上ノ国ウ

インドファームでの対応についての詳細は控えさせてい

ただきますが、現在、原因の特定や対策の検討に向けた

調査を実施しています。 

なお、既設の上ノ国ウインドファームと本事業では、周

辺の植生や標高などの立地する環境が大きく異なってい

ることから、供用後のバットストライクの発生状況も異

なるものと想定されます。このため、本事業の環境影響

の予測にあたり、上ノ国ウインドファームにおける死骸

確認調査結果は予測の根拠として採用していません。た

だし、周辺の事業で実際にバットストライクが発生して

いる状況を鑑み、バットストライクに係る予測は不確実

性を伴うものと考えられることから、事後調査を実施す

る計画としています。 

12 

■P722隣接する既設風力発電所（上ノ国ウインドファ

ーム）における死骸確認調査では、「鳥類 3個体、コ

ウモリ類 8個体の死骸を確認した」とある。 

隣接する上ノ国ウインドファームで確認された死骸

に「ヒナコウモリ科の一種」とあるが、なぜ種の同定

が出来なかったのか、また、なぜ死骸の年齢を調べな

いのか？その合理的理由を述べること。 

死骸の損傷状況等を踏まえ、現在専門家を交えて対応を

行っており、同定結果等については今後の環境影響評価

手続きにおいて、状況に応じて適切に記載いたします。 

13 

■P722隣接する既設風力発電所（上ノ国ウインドファ

ーム）における死骸確認調査では、「鳥類 3個体、コ

ウモリ類 8個体の死骸を確認した」とある。 

道内の「ヒナコウモリ科」のコウモリには「樹林内を

飛翔する種」も多く含まれる。隣接する上ノ国ウイン

ドファームで確認された死骸（ヒナコウモリ科）につ

いて、P740コウモリ目 2（40～60kHz）の「樹林内を

飛翔する種」が含まれる可能性はないのか？もし樹林

内を飛翔する種が含まれる可能性があるならば、事業

者の P740の予測「該当種は、主に樹林内を飛翔する

種であることに加え、本事業では餌となる昆虫類を誘

引する可能性のあるライトアップを行わないことか

ら、ブレード、タワーへ接近・接触する可能性は小さ

いものと予測する。」は成立しない。 

ご指摘の通り、上ノ国ウインドファームにおける死骸確

認調査で確認されたヒナコウモリ科の一種の死骸は、「樹

林内を飛翔する種」が含まれる可能性はあります。しか

しながら、本予測においては、コウモリ目 2（40～60kHz）

は主に樹林内を飛翔することを踏まえ、バットストライ

クの可能性は小さいものと予測しております。 

ただし、周辺の事業で実際にバットストライクが発生し

ている状況を鑑み、バットストライクに係る予測は不確

実性を伴うものと考えられることから、事後調査を実施

する計画としています。 

14 

■本事業は風力発電事業だが、本準備書で風速とコウ

モリの活動量の相関を一切考察しない合理的理由は

何か？ 

環境影響評価準備書における予測及び評価の結果を踏ま

え、確認されたコウモリ類への影響は大きくないものと

考えられることから、風速とコウモリの活動量の相関に

係る解析は行っておりません。 

15 

■なぜ、P722隣接する既設風力発電所（上ノ国ウイン

ドファーム）でコウモリが大量に死亡していることを

知りながら、ブレード回転範囲のコウモリ類の活動量

と、天候、風速の関係を調べようとしないのか？いず

れにせよ、P265「NPO法人代表（コウモリ類）」とは

別の「バットストライクに関する最新の知識があるコ

ウモリ類の専門家」に至急ヒアリングを行い、追加調

査を行うべきであろう。 

上ノ国ウインドファームについては、複数のコウモリ類

の死骸が確認されたことを受け、現在原因の特定や対策

の検討に向けた調査を実施しています。 
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■P738コウモリ目 1（20～30kHz）の予測結果（ブレ

ード、タワーへの接近・接触）について 

「当該種は樹林上空の開けた空間を飛翔することか

ら、ブレード、タワーに接近・接触する可能性がある。

バットストライクに係る予測評価は不確実性が伴う

ものの、本事業の風力発電の間隔は、本種が迂回可能

な空間が確保されていること、餌となる昆虫類を誘引

する可能性があるライトアップを行わないことから、

ブレード、タワーへ接近・接触する可能性は小さいも

のと予測される。」とあるが、ライトアップをしてい

なくてもバットストライクは発生している。研究によ

れば昆虫類が誘引されるのはライトアップだけでな

くナセルの熱も要因であることがわかっている。ライ

トアップは昆虫類を誘引するが、だからといって、「夜

間のライトアップを行わない」ことにより「バットス

トライクが低減される」わけではない。 

ご指摘のとおり、ライトアップ以外にも昆虫類を誘引す

る要因が存在する可能性はありますが、ライトアップを

実施しないことで、走光性の昆虫類の誘引は抑えること

ができると考えています。 

17 

■P738コウモリ目 1（20～30kHz）の予測結果（ブレ

ード、タワーへの接近・接触）について 

「当該種は樹林上空の開けた空間を飛翔することか

ら、ブレード、タワーに接近・接触する可能性がある。

バットストライクに係る予測評価は不確実性が伴う

ものの、（中略）ブレード、タワーへ接近・接触する

可能性は小さいものと予測される。」とあるが、この

「予測」は現地調査結果を一切反映しておらず、事業

者の「主観」を述べたものに過ぎない。よって本予測

は「適切とは言えない」。 

既設の上ノ国ウインドファームと本事業では、周辺の植

生や標高などの立地する環境が大きく異なっていること

から、供用後のバットストライクの発生状況も異なるも

のと想定されます。このため、本事業の環境影響の予測

にあたり、上ノ国ウインドファームにおける死骸確認調

査結果は予測の根拠として採用していません。ただし、

周辺の事業で実際にバットストライクが発生している状

況を鑑み、バットストライクに係る予測は不確実性を伴

うものと考えられることから、事後調査を実施する計画

としています。 

18 

■P738コウモリ目 1（20～30kHz）の予測結果（ブレ

ード、タワーへの接近・接触）について 

「当該種は樹林上空の開けた空間を飛翔することか

ら、ブレード、タワーに接近・接触する可能性がある。

バットストライクに係る予測評価は不確実性が伴う

ものの、（中略）ブレード、タワーへ接近・接触する

可能性は小さいものと予測される。」とあるが、 

そもそも「予測が不確実」なのは事業者が「ヘテロダ

インによる任意踏査」などという「バットストライク

の予測につながらない調査」を行ったことが原因であ

り、もとをただせば「NPO法人代表（自称コウモリ類）」

という「ヘテロダインを推奨する」「コウモリ類の専

門家として不適格な人物」にヒアリングを行ったこと

に行き着く。「フルスぺクトラムバットディテクター

による長期間の自動録音」は風力発電アセスにおいて

必須の調査手法である。この手法の必要性は、すでに

「方法書段階」で「知事意見」や「一般意見」から指

摘されている。これら「環境保全の見地からの意見を

一切無視（一部意見は恣意的に削除）」し、（匿名の

専門家に全責任を負わせ）「不必要な調査をあえて強

行した」本準備書の予測評価は「適切とは言えない」。 

■（準備書 P265）専門家等へのヒアリングについて 

NPO法人代表が「風力発電機との衝突リスクの高いと

考えられるヤマコウモリ・ヒナコウモリなどは、エコ

ロケーション・コールの周波数が低く音圧が高いた

め、地上からのバットディテクター調査でも確認可能

であり、問題ない」「ヘテロダイン式では種の識別は

ほぼ無理となるが、20～30kHzの音が入れば「風力発

電機との接触の可能性が高い種のいずれかである」と

判断することは可能であり、まずはこのような種の対

象事業実施区域内での濃淡を把握することがもっと

も効率的である」と発言している。 

 

日本国内における風力発電事業のコウモリ類に対する影

響の調査・予測及び評価の手法は確立されておらず、地

域の特性等を踏まえた多様な対応がなされているものと

認識しております。本事業におけるコウモリ類の調査等

は、コウモリ類を専門とする専門家にご助言を仰ぎそれ

に基づいて策定するとともに、その調査結果に基づいて

予測及び評価を行っています。 

なお、本環境影響評価準備書においては、コウモリ類に

対する風力発電事業の影響が科学的に十分に明らかとな

っていない点を踏まえ、予測の不確実性を鑑みた上で、

事後調査を実施することとしました。事後調査の結果、

環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合に

は、調査結果を踏まえ、専門家の助言や指導を得て、環

境影響の状況に応じてさらなる効果的な環境保全措置を

講じることとしています。 
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リスクの高い種について重点的に調査を行うことは

当然必要である。しかし、だからと言って、「高リス

ク種以外のコウモリ類を調査しなくてもよい理由」や

「ブレード回転範囲の調査をしなくてもよい理由」に

はならない。 

■（準備書 P265）専門家等へのヒアリングについて 

NPO法人代表が「風力発電機との衝突リスクの高いと

考えられるヤマコウモリ・ヒナコウモリなどは、エコ

ロケーション・コールの周波数が低く音圧が高いた

め、地上からのバットディテクター調査でも確認可能

であり、問題ない」「ヘテロダイン式では種の識別は

ほぼ無理となるが、20～30kHzの音が入れば「風力発

電機との接触の可能性が高い種のいずれかである」と

判断することは可能であり、まずはこのような種の対

象事業実施区域内での濃淡を把握することがもっと

も効率的である」などと発言している。 

「風力発電機との接触の可能性が高い種」の調査を行

うとあるが、そもそも調査結果から衝突リスク（影響）

の程度を予測するのがアセスメントではないのか？

この「NPO 法人代表」の主張は本末転倒である。 

■コウモリ類の高高度の自動録音調査について 

風力発電アセスメントのコウモリ類調査において、高

高度の自動録音調査をすることは必須である。なぜな

らバットディテクターの探知距離は短く地上から高

高度、つまりブレードの回転範囲の音声はほぼ探知で

きないからだ。 

（準備書 P265）NPO法人代表は「ヤマコウモリ・ヒナ

コウモリなどは、エコロケーション・コールの周波数

が低く音圧が高いため、地上からのバットディテクタ

ー調査でも確認可能」というが、地上と高度 50mで同

時に録音した調査によると、地上で探知していない時

間に 20～30kHzの声が高空で確認されている。つまり

地上から高空の 20～30kHzの声全てを探知できる訳で

はない。一方で、高空では 50kHz前後のコウモリ類の

声が録音されている。つまり「低空を飛翔する」と言

われてきたコウモリが「高空を利用しない」とは限ら

ないということだ。 

実際、他の事業者の死体探索調査によれば、ヒナコウ

モリ以外にもホオヒゲコウモリ属やアブラコウモリ

属など 40～50kHz帯のコウモリ類がバットストライク

により多数死んでいるのが報告されている。以上の理

由から、この専門家の発言は「適切と言えない」。 

■（準備書 P265）「20～30kHz コウモリの濃淡」につ

いて 

バットディテクターを持って林道上を車で走行する

ならば任意踏査と同じことである。車が移動したあと

にコウモリが飛べばそこにコウモリがいないことに

なってしまう。またバットディテクターの探知距離は

短いので林道から離れた風力発電機設置位置は「コウ

モリが不在」になる。コウモリの出現は日没後に多い

が、林道の終点付近は調査時間が遅くなるのでコウモ

リの出現も減る。林道上を走行する任意踏査は「相調

査」に過ぎない。「相調査」で、P265NPO代表の主張

するような「20～30kHz コウモリの濃淡を把握」し、

「相対的な衝突リスクを定量的に把握」することは不

可能である。 
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■（準備書 P265）専門家等へのヒアリングについて 

NPO法人代表が「ヘテロダイン式では種の識別はほぼ

無理となるが、20～30kHzの音が入れば「風力発電機

との接触の可能性が高い種のいずれかである」と判断

することは可能であり、まずはこのような種の対象事

業実施区域内での濃淡を把握することがもっとも効

率的である」などと発言している。 

この NPO代表の発言内容には重要な点が抜けている。

本事業は風力発電事業である。なぜ風速とコウモリの

活動量を同時に調査しないのか？なぜなら風速とコ

ウモリの活動量には関係があることが研究によって

明らかとなっているからだ。つまり風速はバットスト

ライクの予測や保全措置に使えない調査は（それがい

かに「効率的」であったとしても）無駄である。無駄

な調査をするべきではない。 

■（準備書 P265）専門家等へのヒアリングについて 

（準備書 P265）NPO法人代表はヘテロダインに強いこ

だわりか思い入れがあるようだ。「ヘテロダインを推

奨する理由」を書いていないのでわからないが、調査

で使用する際に、特別なメリットがないのなら、なぜ

わざわざヘテロダイン方式のバットディテクターを

「あえて使用するのか」。 

ブロードバンドを調べるならば、フリークエンシーデ

ィビジョンかタイムエキスパンション 1台で済む。逆

に言えばブロードバンドを調べる際に、わざわざヘテ

ロダインを同時に複数台使用することに特別なメリ

ットはない。何台も持てばかさばるしうるさいしデメ

リットばかりである。もっとも NPOと調査会社が「ヘ

テロダインしか持っていない」か、あるいは「ヘテロ

ダイン以外は使ったことがない」ならば理由として成

り立つが。失礼ながらヘテロダインしか持っていない

ような NPOや調査会社は、そもそもコウモリの音声解

析は不得手であろう（ヘテロダインで音声解析はでき

ないため）。そのような NPOや調査会社に音声につい

てのヒアリングや調査を依頼すること自体が「不適切

である」。 

 

19 

■P740コウモリ目 2（40～60kHz）への影響予測（ブ

レード、タワーへの接近・接触）について 

「該当種は、主に樹林内を飛翔する種であることに加

え、本事業では餌となる昆虫類を誘引する可能性のあ

るライトアップを行わないことから、ブレード、タワ

ーへ接近・接触する可能性は小さいものと予測する。」

とあるが、バットディテクターの探知距離は短く、高

空つまりブレードの回転範囲の音声はほとんどキャ

ッチできない。そもそも事業者はブレードの高さ（地

上 40m）の音声調査をしていないので、コウモリがブ

レードの回転範囲を使用しているか否か、つまり影響

の大小など知る由がない。この予測は事業者の「主観」

に過ぎず、「適切とは言えない」。 

■P740コウモリ目 2（40～60kHz）への影響予測（ブ

レード、タワーへの接近・接触）について 

「該当種は、主に樹林内を飛翔する種であることに加

え、本事業では餌となる昆虫類を誘引する可能性のあ

るライトアップを行わないことから、ブレード、タワ

ーへ接近・接触する可能性は小さいものと予測する。」

とあるが、 

「主に樹林内を飛翔する」といわれる種もバットスト

ライクにより死亡している。よって、本予測は成立し

ない。 

本環境影響評価準備書においては、コウモリ類に対する

風力発電事業の影響が科学的に十分に明らかとなってい

ない点を踏まえ、予測の不確実性を鑑みた上で、事後調

査を実施することとしました。事後調査の結果、環境影

響の程度が著しいことが明らかとなった場合には、調査

結果を踏まえ、専門家の助言や指導を得て、環境影響の

状況に応じてさらなる効果的な環境保全措置を講じるこ

ととしています。 
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■バットディテクターによる調査について 

バットディテクターの探知距離は短く、地上からでは

高空、つまりブレードの回転範囲の音声はほとんど探

知できない。事業者が使用したバットディテクターの

探知距離を述べよ。なお「仕様に書いていない（ので

分からない）」などと回答をする事業者がいたが、バ

ットディテクターの探知距離は影響予測をする上で

重要である。わからなければ自分でテストして調べる

こと。 

ヘテロダイン式バットディテクターによる探知可能範囲

は、対象とする種や対象個体がその時に発する音圧など

に応じて変化するものと考えられ、一概に示せるもので

はないと考えます。 

なお、国内で多くの衝突事例が報告されているヒナコウ

モリについては、これまでの野外調査の経験から、開け

た空間を飛翔している場合では、100m程度離れていても

ヘテロダイン式バットディテクターにより探知可能であ

ることを確認しています。 

21 

■「回避」と「低減」の言葉の定義について 

事業者とその委託先のコンサルタントに質問する。事

業者らは「影響の回避」と「低減」の言葉の定義を本

当に理解しているのか。事業者らは、コウモリ類への

保全措置として「ライトアップをしない」ことをあげ

たが、「ライトアップをしない」ことは影響の『回避』

措置であり、『低減』措置ではない。「ライトアップ

しないこと」により「ある程度のバットストライクが

『低減』された事例」は、これまでのところ一切報告

がない。 

コウモリ類の餌となり得る走光性昆虫の誘引要因につい

ては、ライトアップと航空障害灯が影響すると考えられ

ます。このうちライトアップについては行わないことと

しましたが、航空障害灯は設置が義務付けられておりそ

の影響は残ってしまうことから、全体としては「低減」

措置として整理しております。 

22 

■回避措置（ライトアップアップの不使用）について 

ライトアップをしていなくてもバットストライクは

発生している。 

これについて事業者は「ライトアップアップをしない

ことにより影響はある程度低減できると思う」などと

主張すると思うが、「ある程度は低減できると思う」

という主張は事業者の主観に過ぎない。 

本環境影響評価準備書においては、コウモリ類に対する

風力発電事業の影響が科学的に十分に明らかとなってい

ない点を踏まえ、予測の不確実性を鑑みた上で、事後調

査を実施することとしました。事後調査の結果、環境影

響の程度が著しいことが明らかとなった場合には、調査

結果を踏まえ、専門家の助言や指導を得て、環境影響の

状況に応じてさらなる効果的な環境保全措置を講じるこ

ととしています。 

23 

■回避措置（ライトアップアップの不使用）について 

ライトアップをしていなくてもバットストライクは

発生している。これは事実だ。昆虫類はライトだけで

なくナセルから発する熱にも誘引される。またナセル

の隙間、ブレードの回転音、タワー周辺の植生や水た

まりなどコウモリ類が誘引される要因は様々である

ことが示唆されている。 

つまりライトアップは昆虫類を誘引するが、だからと

いって「ライトアップをしないこと」により「コウモ

リ類の誘引を完全に『回避』」できるわけではない。

完全に『回避』できないのでバットストライクという

事象、つまり「影響」が発生している。アセスメント

では影響が『回避』できなければ『低減』するのが決

まりである。よって、コウモリ類について影響の『低

減』措置を追加する必要がある。 

■コウモリ類の保全措置（回避）について 

樹林内に建てた風車や、樹林（林緑）から 200m以内

に建てた風車は、バットストライクのリスクが高いこ

とが、これまでの研究でわかっている。低空（林内）

を飛翔するコウモリでさえ、樹林（林緑）から 200m

以内ではバットストライクのリスクが高くなる。よっ

て、風力発電機は樹林から 200m以上離すこと。 

 

コウモリ類の餌となり得る走光性昆虫の誘引要因につい

ては、ライトアップと航空障害灯が影響すると考えられ

ます。このうちライトアップについては行わないことと

しましたが、航空障害灯は設置が義務付けられておりそ

の影響は残ってしまうことから、全体としては「低減」

措置として整理しております。 

なお、環境保全措置は、環境影響の程度に応じて適切に

検討、実施するものであると理解しています。本環境影

響評価準備書においては、記載した環境保全措置を講じ

ることとした上で、コウモリ類に対する風力発電事業の

影響が科学的に十分に明らかとなっていない点を踏ま

え、予測の不確実性を鑑みた上で、事後調査を実施する

こととしました。事後調査の結果、環境影響の程度が著

しいことが明らかとなった場合には、調査結果を踏まえ、

専門家の助言や指導を得て、環境影響の状況に応じてさ

らなる効果的な環境保全措置を講じることとしていま

す。 
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■「ライトアップしないことによりバットストライク

を低減できる」とは書いていない 

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための

手引」には「ライトアップをしないことによりバット

ストライクを低減できる」とは書いていない。同手引

きの P3-110～111には「カットライン風速をあげるこ

とで、衝突リスクを低下させることができる」と書い

てある。研究で「カットインをあげること」と「低風

速時のフェザリング」がバットストライクを低減する

効果があることが「すでに」判明している。 

■コウモリ類の保全措置について 

事業者は「環境影響を可能な限り回避・低減すべく環

境保全措置を実施する」つもりが本当にあるのだろう

か？既存資料によれば、樹林から 200mの範囲に風車

を立てないこと（回避措置）、『カットイン風速を限

られた期間と時間帯に高く設定し、低速時のフェザリ

ングをすること（低減措置）』がコウモリの保全措置

として有効な方法であることがわかっている。この方

法は、事業者が「実施可能」かつ「適切な」、コウモ

リ類への環境保全措置である。 

■コウモリ類の保全措置（低減措置）について 

コウモリの保全措置として、「カットイン風速の値を

上げることと低風速時のフェザリング」が行われてい

る。事業者は、コウモリの活動期間中にカットイン風

速を少しだけあげ、さらに低風速でフェザリングを行

えば、バットストライクの発生を抑えられることを認

識しているのか？ 

■コウモリ類の保全措置を先延ばしにしないこと 

上記について事業者は、「国内におけるコウモリの保

全事例が少ないので、（カットイン風速の値を上げる

ことフェザリングの）保全措置は実施しない（事後調

査の後まで先延ばしにする）」といった回答をするか

もしれないが、環境保全措置は安全側にとること。 

保全措置は「コウモリを殺すまで」後回しにせず、「コ

ウモリを殺す前」から実施することが重要である。 

■コウモリ類の保全措置を先延ばしにしないこと 2 

そもそも「コウモリに影響があることを知りながら適

切な保全措置をとらない」のは、未必の故意、つまり

「故意にコウモリを殺すこと」に等しいことを先に指

摘しておく。仮に「適切な保全措置を実施しないでコ

ウモリを殺してよい」と主張するならば、自身の企業

倫理及び法的根拠を必ず述べるように。 

■コウモリ類の保全措置は先延ばしにしないこと 3 

上記について事業者は「実際に何個体死ぬか仕組みが

よくわからないから（適切な保全措置をせずに）事後

調査して、本当に死んだらその時点で保全措置を検討

する」などと論点をすり替えるかもしれないが、それ

は「事後調査」という名目の「実証実験」である。身

勝手な「実験」でコウモリを殺してはいけない。保全

措置とは「コウモリを殺す前」から安全側で実施する

行為である。 
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■コウモリ類の事後調査について 

事業者は、最新の科学的知見に従い、コウモリの保全

措置を安全側で実施し、「その上で」科学的かつ透明

性の高い事後調査を実施すること。 

コウモリの事後調査は、「コウモリの活動量」、「気

象条件」、「死亡数」を調べること。コウモリの活動

量と気象条件は、死亡の原因を分析する上で必須であ

る。「コウモリの活動量」を調べるため、ナセルに自

動録音バットディテクターを設置し、日没 1時間前か

ら日の出 1時間後まで毎日自動録音を行い、同時に風

速と天候も記録すること。 

事後調査により、環境影響の程度が著しいことが明らか

となった場合には、調査結果を踏まえ、専門家の助言や

指導を得て、環境影響の状況に応じてさらなる効果的な

環境保全措置を講じることとしています。その為、現在

計画している事後調査によりコウモリ類への環境影響の

程度が著しいことが明らかとなった場合には、専門家の

助言を踏まえるとともに、いただいたご意見も参考に、

対応を検討します。 

25 

■コウモリの活動量調査は事前と事後で比較しない

と意味がない 

高空におけるコウモリ類の活動量は、事前と事後比較

のため、同様のスペックで調査を実施する必要があ

る。よって、「事前に」高高度における自動録音調査

を 1年間必ず実施すること。 

コウモリの活動量調査につきましては、本事業において

は実施予定はございません。 

26 

■コウモリ類の保全措置について 

国内では 2010年からバットストライクが確認されて

おり（環境省自然環境局野生生物課、2010、風力発電

施設バードストライク防止策実証業務報告書）、「鳥

類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引

き（環境省、2011）」にもコウモリ類の保全措置が記

載されている。「コウモリの保全措置が検討されはじ

めた」のは最近の出来事ではない。 

ご指摘の通り、コウモリ類の保全措置については、以前

より検討がなされているものと認識しております。 

27 

■専門家へのヒアリング年月日が記載されていない。 

専門家ヒアリングは適切な時期に実施するべきだが、

年月日が記載していなければ適切な時期にヒアリン

グを実施したのか閲覧者は判断できない。よってヒア

リング年月日を記載するべきではないのか。 

評価書において、ヒアリング年月日を記載いたします。 

28 

■コウモリ類の事後調査について 

事後調査について事業者は「生物調査員による事後調

査は月に 2回とし、あとは定期点検のついでにおこな

う」ようだが、定期点検をする者と生物調査員とでは

コウモリ類の死体発見率が全く異なることが予想さ

れる。よって、「コウモリの死体消失率」、「定期点

検者と生物調査員それぞれのコウモリ類の死体発見

率」をまず示せ。その上で調査頻度を検討すること。 

コウモリ類の死骸の発見率については、さまざまな要因

によって変化する可能性が想定されますが、事後調査と

して確実に実施すべき月 2回の調査は生物調査員が行う

計画であり、定期点検時の確認結果については事業者の

実行可能な範囲で可能な限り多くの情報を集める観点か

ら記載したものとなります。 

なお、コウモリの死骸消失率については、実験を行うた

めのコウモリ類の死骸の入手が困難であると考えられる

ことから、鳥類を用いて実施した死骸消失率の結果を参

考とすることを予定しています。 

29 

■P310調査、予測及び評価の手法（重要な種の生息の

状況及び生息環境の状況）について 

P310に「ヘテロダイン方式のバットディテクターによ

る調査結果及び既存資料調査結果から、対象事業実施

区域内の相対的な飛翔頻度を面的に把握し、事業計画

との重ね合わせにより、事業による哺乳類（コウモリ

類）の重要な種の風力発電機の相対的な衝突リスクを

定量的に把握することにより行う。」とあるが、P738

以降のコウモリ類の影響予測をみると「定量的」では

なく「定性的」である。事業者（電源開発株式会社）

及びその委託先（アジア航測株式会社）は、準備書に

「虚偽の記載」をしており、その予測内容は「適切と

は言えない」。 

当初計画時は対象事業実施区域内におけるコウモリ類の

分布状況を定量的に把握し、予測を行うことを検討して

おりました。しかしながら、計 7回のバットディテクタ

ーによる調査結果と事業計画とを重ね合わせた結果、コ

ウモリ類は局所的でなく、全域に渡って生息しているこ

とが判明した為、施設の稼働に係る予測評価に際しては、

安全側での予測を行うため、コウモリ類が対象事業実施

区域の全域において同様に生息するものとして予測を行

いました。 
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■事業者見解について 

P250「日本国内における風力発電事業のコウモリ類に

対する環境保全措置について、多様なご意見があるこ

とは認識しております。このため、本事業におけるコ

ウモリ類の環境保全措置の検討にあたっては、現地調

査結果をもとに、コウモリ類を専門とする専門家にご

助言を仰ぎ、策定することを計画しています。」とあ

る。 

この見解は、P250の意見者の主張と論点がずれてお

り、「意見に対する回答」となっていない。 

環境保全措置の検討に際しましては、お寄せいただいた

ご意見も参考にしており、その上で、現地調査結果をも

とに、コウモリ類を専門とする専門家にご助言を仰ぎ策

定する計画としました。 

31 

■事業者見解について 2 

P250「日本国内における風力発電事業のコウモリ類に

対する環境保全措置について、多様なご意見があるこ

とは認識しております。このため、本事業におけるコ

ウモリ類の環境保全措置の検討にあたっては、現地調

査結果をもとに、コウモリ類を専門とする専門家にご

助言を仰ぎ、策定することを計画しています。」とあ

る。 

仮に「地域のコウモリ類に精通している専門家」だと

しても、必ずしも「バットストライクの調査・予測方

法について十分な知識がある」とは限らない。つまり、

特定の専門家の言うことが、必ずしも正しい、とは限

らない。よってコウモリ類の影響予測については、別

の専門家の意見も聞くべきではないのか。 

ヒアリングを行った専門家は、当該地域以外のコウモリ

類にも明るく、風力発電事業に係る助言の経験もある方

です。その為、現時点では別のコウモリ類の専門家への

ヒアリングは予定しておりません。 

32 

■方法書に対する意見の「削除・改ざん」事件につい

て 

本事業「（仮称）上ノ国第二風力発電事業」の「方法

書」に対して、私が提出した、「環境保全の観点から

の意見」が、事業者（電源開発株式会社）及びその委

託先（アジア航測株式会社）により、意見者の了承も

なく勝手に「削除・改ざん」された。きわめて不快で

ある。事業者へ提出した意見が、事業者側の判断によ

り勝手に削除・改ざん（事者の主張によれば「要約」）

されるのであれば、アセス制度そのもの自体が信頼を

失くすであろう。 

このような、「悪質な行為を行う」事業者及び委託先

が作成したアセス図書は読む価値もない。即時に環境

影響評価の手続きを中止すべきではないのか。 

念のため、本準備書において、環境保全の見地から再

度意見をしておく。以下の「■」で示した各項目につ

いて、「ひとからげにせず」、「それぞれ」事業者見

解を述べよ。なぜなら「ひとからげ」にした見解は論

点がずれており、「意見（主張）に対する見解」にな

っていないからだ。なお、意見内容は貴社側の判断で

「要約」せず、意見書を全文公開すること。要約する

ことで貴社側の作為が入るからだ。 

環境影響評価準備書に、環境影響評価方法書に対して寄

せられたご意見及びそれに対する見解を掲載する際に

は、「意見の概要」を記載することが定められており（環

境影響評価法第十四条二項）、ご意見を要約することは、

「改ざん」や「悪質な行為」にはあたらないものと考え

ております。意見の概要を整理する際には、「方法書に

ついての環境の保全の見地からの意見」（環境影響評価

法施行規則第四条第三項）を対象とし、誹謗・中傷や感

情的な記載等については掲載しておりません。 

また、分かりやすい図書とする観点から、同様の趣旨と

判断されたご意見については、適宜まとめさせていただ

いております。 
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■（準備書 P265）一般に低リスクと言われるコウモリ

がバットストライクにより死んでいる事実を事業者

及びこの NPO代表は認識しているのか。 

想定されている種が分からないため、齟齬が生じないよ

う、回答は控えさせていただきます。 

 

  



－14－ 
 

［別紙 1］ 
日刊新聞紙における公告等 

 
北海道新聞（平成 30 年 6 月 5 日 朝刊 29 面） 

 
 
北海道新聞（平成 30 年 6 月 6 日 朝刊 27 面） 

 
  



－15－ 
 

北海道新聞（平成 30 年 6 月 28 日 朝刊 33 面） 

 
 
広報かみのくに（2018 年 6 月号 10 面） 

 
  



－16－ 
 

［別紙 2］ 
ホームページにおけるお知らせ 

 
平成 30 年 6 月 28 日 

  



－17－ 
 

［別紙 3］ 
ご意見記入用紙 

 
 

 
  



－18－ 
 

［参考資料］ 
 

縦覧状況 
上ノ国町役場 檜山振興局 

2018/6/4 縦覧設置時 2018/6/4 縦覧設置時 

  
2018/6/27 縦覧設置時 2018/6/27 縦覧設置時 
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